
【鳴門市行政評価】 １情報公開・個人情報保護事務

◎基本情報

◎事業概要（PLAN)

事業
期間

開
始

公正の確保と透明性の向上

おおきく躍動みんなで創るまちづくり

施策 4

根拠法令
計画など

基本事業

　　　(小項目)

28年度

平成26年度事務事業評価シート

事務事業名 情報公開・個人情報保護事務

政策(中項目) 1

鳴門市情報公開条例・鳴門市個人情報
保護条例
鳴門市情報公開・個人情報保護審査会
条例

基本政策(大項目) 4

事業
対象

誰(何)を対象に
しているか

情報の共有化の推進

情報の共有化

担当
部署

企画総務部　　総務課

総合計画体系

2

14

24年度 25年度 27年度 単位

年度

　何人も：（鳴門市情報公開条例第５条）平成１４年４月１日以後に実施機関の職員が
職務上作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録などで、職員が組織的に用い
るものとして実施機関が保有しているもの。

終
期

全員参加で創るまち　なると

事業実施手法

◎実施結果（DO)

事業
実施
内容

25年度は目標を達成
するため、手段として
どのような活動を行っ
ているのか

　平成２４年度から継続案件となっていた３件と新規案件３件の異議申立てを審査する
にあたり、情報公開・個人情報保護審査会を開催し、６件の答申を出した。

成果
目標

事業目標の達成度合
%

事業
目標

対象をどのような状態
にしたい(目指す)のか

　公正で開かれた市政の推進のため、市の保有する情報を開示請求に応じ公開し、市
の保有する個人情報を保護するため、個人情報保護制度の適切な運用や公文書の管
理に関する技術等の向上及び文書管理用消耗品・備品等の充実に努める。

26年度
市民意識調査における開かれた行政運営
についての満足度(H22年度の市民意識調
査結果11.4%を基準として)

指標名

26年度目標指標名 24年度実績 25年度実績 単位28年度目標

件－情報公開開示請求件数

27年度目標

－

保有個人情報開示請求件数 44

77 86 －

0.0 －

20 － 件－ －

単位

目標達成率(実績/目標) －

%

％

26年度 27年度

市民意識調査における開かれた行政運営に
ついての満足度(H22年度の市民意識調査結
果11.4%を基準として)

－－

756

2

活動指標
実施した事業
の活動量を示
す指標

1

成果指標
対象にどのよ
うな効果が
あったか示す
指標

－

－

－ －

28年度24年度実績 25年度実績

728 2,209 756

コスト分析

0

事業費 (財源内訳の合計) 680

地方債 0

0

0

53

事業にかかる人件費

財源
内訳

国

一般財源

(人件費内訳の合計)

県

その他 75

0

10

0

10 10

0

0

0

675

3,2593,259

746

3,2593,259

605

0

2,199

人
0.5

千円

0 0 0

0 0

3,259

746

0.50.5

4,0153,939

0.5人件
費

内訳

正規職員(6,517千円/人)

3,987 5,468

0.5

臨時職員等(2,012千円/人)

千円4,015総事業費 (事業費と事業にかかる人件費の合計)

平成

未定

個人 世帯 団体 その他 内部管理

市実施 一部委託 委託 補助金 その他



【鳴門市行政評価】 １情報公開・個人情報保護事務

◎平成２６年の実施状況（DO')

◎項目別評価（CHECK)

◎今後の方向性(ACTION)

【事務事業名：情報公開・個人情報保護事務】

現在の実施状況

　引き続き、 市の保有する個人情報の適切な取り扱いを確保するとともに、公正で開かれた市政の推
進のため、市の保有する情報を積極的に提供することにより、より開かれた行政運営を目指す。
　また、平成２５年５月３１日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（以下「番号法」という。）」による「鳴門市個人情報保護条例」への影響を調査すると
ともに、全国民１人ひとりに割り当てられた個人番号をその内容に含む「特定個人情報ファイル」を保
有しようとする前に義務付けられる「特定個人情報保護評価」に着手する。

鳴門市情報公開
条例及び鳴門市
個人情報保護条
例により、公正で
透明な市政の実
現と適正な個人
情報の保護を図
るものである。

② 施策 情報の共有化の推進 の達成につながる事業である。

①

⑤ 法令により実施することが義務づけられている事業である。

行政内部の管理上必要不可欠な事業である。

１.必要性の評価

廃止した場合に支障が出る。

10

現在の事業費で、事業の見直しによる成果向上の余地はない。

理由等所見欄２.有効性の評価

③ 税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。

④
市民の基本的な生活の維持・確保に必要不可欠な事業である。

④

②

市民生活上の課題解決に貢献している。 平成２５年１月よ
り広義の市民か
ら「何人」にも開
示請求権を認め
ることとし、開示
請求権の範囲を
拡大した。

行政内部の管理上の課題解決に貢献している。

事業目標が達成できるような事業内容になっている。

事業対象は適切である。

成果目標が達成され、市民に具体的に説明できるような効果があがっている。

３.効率性の評価

④

/10

6
①

③

① 事業実施手法は適切である。 公文書の量、請
求件数ともに増
大しており、コスト
の削減は難しい。

作業手順の改善などによる人件費削減の余地はない。

受益者負担や補助金の割合に問題はない。

3.現状維持 4.拡充

② 事業費を削減する余地はない。

⑤ 効率性向上の余地はない。

③

課題

　引き続き、制度の目的に沿った適切な判断に基づく情報公開及び個人情報の保護を実施する。

/10

事
務
事
業
の
評
価

理由等所見欄

/10 ⑤

理由等所見欄

8

3
↓「廃止」・「要改善」・「拡充」の場合は以下の欄に記入してください。

今後の
改革案

実施予定時期

どのように改革するのか

今後の方向性 1.廃止 2.要改善


